
第４７号議案    

 

 

 

中野区立図書館利用者開放インターネット端末管理規則の一部を改正 

する規則 

 

 

上記の議案を提出します。  

 

 

 

令和６年（２０２４年）１１月８日  

 

 

 

提出者  中野区教育委員会教育長  田代  雅規  

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由）  

図書館の利用者の利便性向上を図る必要がある。 

 

 



中野区教育委員会規則第８号 

 

   中野区立図書館利用者開放インターネット端末管理規則の一部を改正する

規則 

 

 中野区立図書館利用者開放インターネット端末管理規則（平成１６年中野区教

育委員会規則第１１号）の一部を次のように改正する。 

 第３条に次の１項を加える。 

２ 児童用に設置されたオープン利用端末においては１８歳未満で利用者カード

の交付を受けている者とする。 

   附  則  

 この規則は、令和６年１２月１日から施行する。  

 


